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寄居町教育委員会 

  



令和２年寄居町教育委員会 第７回 定例会会議録 

 

招 集 期 日 令和 ２ 年 ７ 月 １５ 日 

招 集 場 所 教育委員会室 

開 会 閉 会

の 日 時 

開会   ７月２２日 午後３時００分 

閉会   ７月２２日 午後３時４８分 

教 育 長 轟  和 男 

 

出   席   状   況 

席次番号 職      名 氏        名 適  用 

１ 委 員 今 村 幸 男 出 席・欠 席 

２ 委 員 清  水  幸 三 郎 出 席・欠 席 

３ 委 員 꺬 田 明 美 出 席・欠 席 

４ 委 員 小 林 央 子 出 席・欠 席 

５ 教 育 長 轟  和 男 出 席・欠 席 

議 事 

参与者 

教 育 総 務 課 長 黒 瀨 和 俊 出 席・欠 席 

教 育 指 導 課 長 田 中 義 人 出 席・欠 席 

生 涯 学 習 課 長 根 岸 伸 年 出 席・欠 席 

書 記 教 育 総 務 課 河 邊 ・ 芝 﨑  

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議事参与者の出席人数を必要最小限にして

開催しました。 
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日程第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

 

 

 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

開  会 

 

 

前回会議

録の承認

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署

名委員の

指名につ

いて 

 

教育長報

告につい

て 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

議 案 

第１８号 

 

 

 

 

 

 

○轟教育長 

令和２年第７回定例会の開会を宣言します。 

 

○轟教育長 

日程第１ 令和２年第６回定例会の会議録については、事務

局より各委員に事前配布してあります。内容等について何かご

ざいますか。 

 

○委員全員 

なし 

 

○轟教育長 

  なしの声により承認いただきましたので、前回署名委員と

して指名された委員は署名をお願いします。 

【第６回定例会署名委員：清水委員・吉田委員】 

 

○轟教育長 

次に日程第２ 会議録の署名委員を指名いたします。 

１番 今村委員、４番 小林委員を指名します。 

 

 

○轟教育長 

続きまして日程第３ 教育長報告です。 

１ 集会所学習について 

２ 学校教員の管理職選考について 

３ 北部教育事務所学校訪問について 

４ ＩＣＴ等を活用した学習の改善・見直しについて 

 

○委員全員 

なし 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第４ 議案第１８号 寄居町立学校給食セ

ンター設置に関する条例施行規則の一部改正について を議

題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

内容説明を行う 
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日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 

第１９号 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今村委員 

今年の３月から給食休止を行っていたと思いますが、令和元

年度から遡って適用する訳ではないのですか。 

 

○黒瀬教育総務課長 

今回につきましては、今年度からとさせていただきました。 

 

○轟教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 

○委員全員  

賛成 

 

○轟教育長 

全員賛成ですので、議案第１８号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第５ 議案第１９号 寄居町臨時休業対策

費補助金交付要綱の制定について を議題といたします。事務

局より説明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

内容説明を行う 

 

○今村委員 

下記３点について質問 

１ 第１条の書き出しが「この告示は～」となっているが、「こ

の要綱は～」としなくて良いか。 

 ２ 国の補助ありきの制度であるならば、その旨を要綱内に

明記しなくて良いのか。国の補助制度が終わってから申請

が来た場合、問題にならないか。 

 ３ これから学校感染者に感染者が出て学校を休業にした場

合、その分の食材費については補助対象となるのか。 

 

○黒瀬教育総務課長 

１ 要綱については告示形式で発出されるため、要綱であって

も「この告示は～」という書き出しで統一しています。 
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２ この制度は国の新型コロナウイルス対策の為の学校臨時

休業対策費補助金をもとに行っております。この国庫補助制

度は、４月以降の休業部分については措置が無く、あくまで

３月分の休業に対する補助となっております。その為、第２

条第２号に「令和２年３月２日から同月２６日までの小学校

等の休業」と明記しております。 

３ 現在のところ、国の補助対象になるといったアナウンスが

無いので、補助対象となりません。 

 

○今村委員 

あくまで３月分までの時限的な制度であるならば、この要綱

自体の効力を時限的にした方が良いのでは。この要綱が今後ず

っと生きていれば、補助が貰えると勘違いする業者が出てくる

可能性がある。期限を定めてそれ以降は廃止するか、もしくは

要綱の形をとらず、今回限りの告示という形も考えられるので

は。 

また、逆に今後も国から補助が出る可能性があるならば、時

限を区切らず、今後もこの要綱を使えるような形にするという

ことも考えられます。 

 

○黒瀬教育総務課長 

要綱の形式を取った理由ですが、この要綱については、第１

条で「寄居町補助金等の交付手続等に関する規則に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。」としております。

補助金の支出にあたっては、平成３０年に制定された「寄居町

補助金等の交付手続等に関する規則」によって定められてお

り、様式や手順等の細則を要綱として定めないと支出できない

ことになっていることから、要綱の形式をとっております。 

また、廃止までの期限を定めない理由につきましては、補助

金の交付完了後であっても、５年間は関係書類を保管すること

を受給者に対して義務付けていることから、申請の対象となる

期間については要綱中に定め、この要綱自体の廃止期限は定め

ないことといたしました。 

 

○今村委員 

転売できた部分については補償しないということで良いで

すか。 
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○黒瀨教育総務課長 

はい。転売したものについては補償の対象にならず、廃棄処

分したものや、子ども食堂等へ寄附したものについては補償の

対象となります。 

 

○轟教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 

○委員全員  

賛成 

 

○轟教育長 

全員賛成ですので、議案第１９号につきましては、原案どお

り可決いたします。 

 

○轟教育長 

続きまして、日程第６ 諸報告に入ります。教育総務課から

報告をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長 

１ 工事費の支払いについて 

 ⑴ 用土小学校受水槽給水ポンプ更新工事 

 

○田中教育指導課長 

１ 町立小・中学校の運動会・体育祭について 

 

○根岸生涯学習課長 

 １ 文化財班の移転について 

 

○今村委員 

文化財班の移転について、同じ事務所である方が互いに業務

を融通できるといったメリットもあるかと思いますが、そこは

大丈夫ですか。 

 

○根岸生涯学習課長 

当課は鉢形城歴史館の他にも中央公民館、図書館と多くの職

員が出先勤務である中で、課全体としての横の繋がりを今後よ

り強めていきたいと考えております。 
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日程第７ 

 

 

 

 

 

行事予定 

 

 

 

質疑等 

 

 

協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉 会 

○轟教育長 

次に７月２３日から８月末までの行事予定を別紙により報

告を願います。 

 

○黒瀨教育総務課長・田中教育指導課長・根岸生涯学習課長 

「今後の主な行事予定」に沿って、各課から行事日程を報告

する 

 

○委員全員 

なし 

 

○轟教育長 

日程第７ 協議事項に入ります。 

協議事項１ 委員提案の協議事項について、委員さんから何

かございますか。 

 

○清水委員 

下記の事項について質疑・意見 

１ 寄居町小・中学校管理規則の文言の整理について 

 

○轟教育長・田中教育指導課長 

１ ご指摘ありがとうございます。文言を今一度よく確認し、

訂正や現状にそぐわない点については、逐次改正していきま

す。また、長期休業については「校長が定める」となってお

り、校長会で話し合って期間を決定させていただきました。 

 

○轟教育長 

続きまして、協議事項２ 臨時会及び次回定例会の日程につ

いて協議をお願いします。 

 

○委員全員 

協議を行う 

 

○轟教育長 

協議の結果、第１回臨時会については令和２年８月７日（金）

１５時００分より行います。第８回定例会については、令和２

年８月２８日（金）１５時００分より行います。 

以上をもちまして、本日の委員会は閉会といたします。 

 


